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研究成果の概要（和文）：消費者と事業者の間の取引において，不特定多数の消費者の利益が侵害され，その利益が事
業者の元にとどまる場合を広く「集団的消費者利益」の侵害と捉える必要がある。このような集団的消費者利益は，集
合的利益，拡散的利益，社会的損失の三つに類型化できる。これらの利益は帰属主体を特定・想定することが困難であ
ることから，法益の帰属主体とは別に，その法益の実現主体を認める必要がある。集団的消費者利益の実現手段として
は，事業者への違法行為の差止めや損害賠償請求だけではなく，違法収益剥奪制度や課徴金制度が必要である。同時に
，権利実現の方法の複線化によって適格消費者団体や行政機関等の実現主体の権限の調整が必要となる。

研究成果の概要（英文）：This project tackled with the appropriate mechanisms to resolve disputes and obtai
n redress for consumers'interests harmed by business entities, when the harmed interest of each onsumer wa
s too fragmented and small for he/she to take action individually, but the accumulated harm was large and 
important enough for the society to take some measures. Interdisciplinary groups of legal scholars in the 
wide fields of substantive law as well as those in procedural law participated in the project.
The results of the project may be summarized as follows.  First, within the collective interests of consum
ers, three categories could be identified:i.e.,"combined interests","diffused interests" and "social inter
ests". Second, appropriate measures were discussed in accordance with the types of the interests at issue,
 taking into account that each type differs in the extent to which the interests of consumers as an indivi
dual on one hand, and those of the public on the other, should be protected.
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1．研究開始当初の背景 
(1) これまでの国内・国外の研究動向 
消費者取引をめぐる紛争だけでなく、環

境・金融サービス・独禁法をめぐる紛争では、
市民が個人で訴訟を提起して権利を実現す
ることが見込めないという問題が広範に存
在している。この問題を解決する処方箋とし
てよく知られているのは、米国のクラスアク
ションである。しかし、これが最も適切な方
法なのか、他に、集団的な救済措置として効
果的な方法はないのか、紛争類型の違いが集
団的利益の実現を図るための救済システム
に影響を与えないのかが、世界の共通した立
法政策の関心事になっている。 
2007年7月にOECDは、加盟各国に対して、

事業者との取引から集団的に発生する消費
者の経済的損害について、紛争解決及び救済
の仕組みを提供するように勧告し、わが国に
おいても、このような仕組みを検討すること
が政府の検討課題となった（「消費者庁及び
消費者委員会設置法」附則第 6 項）。 
上記の課題に対して、我が国では、これま

で、民事手続法の研究者を中心に、消費者に
集団的に少額の財産的被害が発生する場合
の効果的な司法へのアクセス手段として、比
較法的視点から各国の集合的権利保護制度
について調査が行われ、消費者団体訴権制度
を損害賠償請求権まで拡大するための立法
のあり方について検討されてきた。 
(2)  着想に至った経緯   
被害を被っても救済のためのコストを考

えると、消費者は権利行使をしない可能性が
高く、他方で、被害が消費者に集団的拡散的
に発生したままとなり、公正な市場取引が阻
害される可能性が高い。集団的に発生する消
費者被害の態様は様々であり、どのような事
例を想定するかによって、必要な制度設計は
異なる可能性がある。 
「集団訴訟型」で多数の消費者が「損害賠

償請求権」を行使するために効果的なシステ
ムを構築することは、消費者の集団的利益の
救済・予防システムという観点からみると、
その仕組みの一部を扱っているにすぎない。 
 消費者の集団的利益救済・予防システムと
して制度設計を行うためには、①従来のシス
テムのどこに問題があるのかを民事実体
法・手続法、経済法、行政法等の各法分野か
ら学際的に解明すること、②被害を被った消
費者個人の救済というミクロ的な視点から
だけでなく、公正な取引市場の形成というマ
クロ的な視点から総合的で予防的な救済シ
ステムの構築を模索することが必要である。 
 
2．研究の目的 
本研究は、集団的な消費者利益をどのよう

に実現するのかという問題に焦点をあて、集
団的な救済措置について、一貫性のある立法
論・解釈論を展開するための基本的な視座を
提供することを目的としている。 
(1)集団的消費者被害事例を整理し、現行

の救済・予防制度の限界と問題点を解明する
こと。 
(2)制度設計として考えられる選択肢

（個々の被害者の被害回復、違法行為の抑止
又は不当な収益のはく奪、ないしは両者を制
度目的とするのか、誰を被害救済・予防の主
体とするのか）を検討し、制度化のための論
点を検討し、立法の方向性を具体的に提言す
ること。 
(3)これらの制度が複合的な法分野に関わ

ることから、特に、消費者政策と競争政策の
相互の関連性に着目しながら、複線化してゆ
くシステム相互の関係を検証する枠組みを
構築することをめざしている。 
 

3．研究の方法 
全体研究会として「ライフ・イノベーショ

ン研究会」を組織し、「ライフ・イノベーシ
ョン研究会」を通じて、実体法（民事実体法・
行政法・競争法）グループと手続法グループ
の研究成果を相互に共有するとともに、ゲス
トスピーカーを迎えて、議論を行った。 
(1) 集団的消費者被害事例を整理し、現行制
度上の限界又は問題点を把握するために、行
政官と適格消費者団体などから現状と課題
についての報告をしていただき、国内法の問
題点の洗い出しを行った。 
(2) 民事実体法、民事手続法、経済法、行政
法の各分野から消費者の集団的利益をどの
ように捉えているのか、各法分野において、
消費者の集団的利益を実現するための手段
としてどのような制度設計が可能かについ
て検討した。 
法分野の違いが、集団的利益の救済という

問題の捉え方や分析する視点のずれを生み、
集団的救済のメカニズムという新しい制度
設計を考える際に見落としてしまっている
点がないのか、また、既存の法制度の理念や
基礎理論との関係で、どのような問題を生じ
させているのかを解明するとともに、各法分
野の境界領域での議論を通じて、共有できる
新しい理論・理念・調整原理を構築できない
か考察を加えた。 
(3) 実体法の観点からの分析を受けて、民事
手続法の改革の観点から 2006 年の消費者契
約法の改正によって、わが国で初めて団体訴
訟制度として導入された適格消費者団体に
よる差止請求制度に加えて、消費者委員会と
消費者庁による集団的消費者被害救済制度
の立法作業の動向を注視し、2013 年 12 月に
成立した消費者裁判手続特例法に基づく2段
階型の訴訟手続について理論的課題を検討
した。 
(4) 集団的消費者利益の実現という観点か
ら、租税法・国際私法・刑法・刑事訴訟法の
視点からも学際的に検討した。 
 
４．研究成果 
(1) 集団的被害概念から集団的利益概念へ
のパラダイム転換  



これまで、集団的消費者被害救済制度とし
て、主に議論の念頭におかれてきた対象は、
被害主体とその損害が特定できても、同一の
相手方に対して共通の権利・利益を有する相
当多数の消費者が存在し、これらの消費者が
比較的少額の経済的損害を被っているため
に、現在の民事訴訟手続では効率的に権利実
現ができない場合である。しかし、消費者紛
争のうち圧倒的な割合を占めている「契約」
「取引」をめぐる紛争には、被害主体とその
被害を確定できるような紛争類型のほかに、
不当条項や不当な取引方法などによって、消
費者が損害を被っていることを抽象的には
観念できても、被害者を特定することが困難
である場合、さらには、被害者も損害も特定
することが困難である場合がある。 
そこで、本研究では、①被害者・損害の特

定が難しい場合も含めて、「不特定」「多数」
の消費者の利益を広く「集団的消費者利益」
と定義した上で、集団的消費者利益の特色に
応じて実体法規範との関係で、なぜこの種の
利益を実現することが必要であるかを分析
した。その上で、②集団的消費者利益の態様
に応じた権利実現システムを構築するため
に、誰にどのような権利や権限を認めるべき
か、また、その主体がどのような法的手法を
通じて、これらの集団利益を実現するのか、
法の実現という観点から集団的消費者利益
の実現を目的とする制度設計のあり方を学
際的に検討した。 
(2) 集団的利益の類型化 
法的利益の帰属主体と損害の特定の有無

という観点から、集団的消費者利益を集合的
利益、拡散的利益、社会的損失の三つに類型
化した。 
集合的利益とは、個人的利益を束にした利

益であり、損害の観念とその個別的な帰属主
体の確定が可能である利益、これに対して、
社会的損失とは、市場競争の機能不全により
社会的な損失を観念することはできるが、損
害を観念することができないことから、個別
的な利益の帰属主体を観念とすること自体
が困難である利益である。拡散的利益とは、
損害を観念することはできるが、その個別的
な帰属を確定するのが難しい利益である。し
たがって、拡散的利益は集合的利益と社会的
損失（利益）の中間に位置しており、個人的
利益を観念とすることがなお可能であり、公
的利益としての側面もある利益ということ
になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 他方で、このように類型化される利益は、
「消費者厚生」として考慮される点では共通
した特徴があることになり、拡散的利益につ

いても社会的損失についても、集団的消費者
利益としてその実現を検討する対象に取り
込むことが可能になる。消費者厚生は、個々
の消費者にとっての効用から構成されるか
ら、消費者厚生の最大化によって個々の消費
者の個別的利益も保護されることになる。こ
のような観点からみると、行政法規でもある
経済法規範と民事実体法規範の間に連続性
があることを認識することが可能となる。も
っとも、各法規範の目的との関係で、事業者
の違法性を評価する要素には違いあり（たと
えば、消費者契約法と独禁法における事業者
の優越性を消費者取引との観点で捉えるの
か、それとも市場との関係で捉えるのかによ
って違法性の評価要素に違いが生じるなど）、
役割分担が行われていることになる。 
 
(3)消費者の集団的利益を実現する主体とそ
の権限 
 権利・利益の実現にあたっては、その帰属
主体と実現主体が一致することが原則であ
る。そして、当該主体には実体法の権利を裁
判によって実現する可能性が保障されてい
る。他方で、「公益」を最終的に決定する権
限と責任を基本的に負っているのは、国や地
方公共団体の機関である。 
しかし、集団的消費者利益については、拡

散的利益や社会的損失の類型に典型的に現
われるように、その帰属主体を特定ないし想
定することが困難である場合がある。そこで、
これらの利益を実現するためには、これらの
利益の帰属主体とは別に、その法益を実現す
る主体を考える必要があることになる。利益
の帰属主体を観念しづらいことは、同時に、
消費者個人の意思以外の要素によって、実現
主体の正統性を基礎づける必要があること
になる。 
本研究では、集団的利益の分析を背景に、

集団的消費者の利益を実現する主体として、
当該主体に不特定多数の利益侵害を主張・立
証していくための能力があるのか、当該主体
の目的との関係で適格性があるか、公開性が
あるのかという観点から、実現主体の正統性
を検討することが必要であることを明らか
にした。その上で、消費者契約法おける適格
消費者団体の認定要件がこれを充足してい
ることから、集団的消費者利益の実現主体と
して、適格消費者団体の正統性が担保されて
いることを論証し、適格消費者団体に不特定
多数の消費者の利益を主張する実体法上の
権利および訴権を認めることができること
を明らかにした。 
 
(4)集団的消費者利益の実現主体とその実現
手法 
本研究と従来のアプローチとの違いは、消

費者の個人的利益を実現するために必要な
「手続法の制度改革」に限定せずに、集団的
消費者利益を実現するために、法秩序をどの
ように制度設計するのか、また、すでに制度
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化された適格消費者団体による差止請求制
度や消費者裁判手続特例法に基づく集合的
消費者被害回復制度、さらに違法収益を事業
者から剥奪する制度を全体のシステムのな
かで理論的にどのように位置づけるのかを
検討した点にある。 
本研究による集団的利益の類型化は、その

実現主体の役割分担を考える際にも有用で
ある。 
消費者契約法上の適格消費者団体に行政

訴訟の原告適格を認めること、行政機関が不
特定多数の消費者の利益を支援するために、
消費者裁判手続特例法に基づく共通義務確
認の訴えについて原告適格を認めることな
どが理論的には可能となる。 
一方、実現手段との関係では、事業者の違

法行為の差止めや違法行為を原因とする損
害賠償の請求をするだけでなく、適格消費者
団体による違法収益の剥奪請求権や行政機
関による課徴金制度の正当化根拠を明らか
にすることにも、集団的利益の類型論が役立
つことになる。利益の剥奪請求権は、違法取
引への経済的誘因を除去して抑止し、公正な
市場を回復させる制度として、課徴金制度は、
違法収益を量定基準の一つとする違法行為
の経済的抑止のための行政的制裁として位
置づけられることになり、いずれも、集団的
利益の類型化との関係では、拡散的利益の侵
害や社会的損失が問題となる場合に機能す
る制度ということになる。 
もっとも、消費者厚生は、個々の消費者に

とっての効用から構成されるから、事業者か
ら消費者個人に損害賠償や不当利益の返還
が行われた場合には、その額を差引くこと、
課徴金や事業者から収奪した違法収益を事
業者に対して損害賠償請求権を有する消費
者個人に分配することも可能となる。 
加えて、実現主体について適格消費者団体

と行政機関の併存を認め、かつ、実現方法の
複線化を容認することよって、過剰な規制に
ならないかどうかも検討する必要がある。こ
こでも、保護法益（どのような集団団的利益
なのか）と実現手段の目的（行為の差止めか、
被害の回復か、違法な収益の収奪か、行為の
抑止か、行為の制裁かなど）に共通性がある
のかという観点から、複数の主体による複数
の法的手法の並存を認めるべき場合と規制
を調整するべき場合があることが明らかに
なる。 
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